
12-15  賃金、教育訓練、福利厚生についての差別的取扱いの禁止 

 

 
 

具体的には以下1)～4)のとおりである。 

1) 賃金、教育訓練、福利厚生について差別的取扱いの禁止（第8条1項） 

上記図表の類型１に該当する場合である。(*1) 

この場合は、「賃金、教育訓練、福利厚生」のすべてについて、一切の差別

的取扱いが禁止されることに注意が必要である。 

2) 通常の労働者と同様の「教育訓練」を実施する義務（第10条1項） 

上記図表の類型2及び3に該当する場合である。 

3) 「福利厚生」について通常の労働者と同様の機会を与える配慮義務（第11条） 

上記図表の類型2，3及び4に該当する場合である。 

4) 通常労働者とパート労働者において「人材活用の仕組み及び運用が一定期

間同じである場合」は、当該期間は、賃金の決定を同一に取扱う努力義務 (第

9条2項) 

 上記図表の類型2に該当する場合である。(*2) 

[編注] 

(*1) 1)の「３要件から無期労働契約要件を削除し、“職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情

を考慮して不合理な相違は認められない”とする法制を採ること」、 

(*2) 4)を削除する。（以上は、平成 24.6.21 労働政策審議会の建議で言及、次回法改正で実施の予定） 
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